
 

 

〇小林 憲明（一般財団法人日本品質保証機構 理事

長） 

〇高増 潔（東京大学 名誉教授） 

樋口 容子（(公社)日本消費生活アドバイザー・コン

サルタント・相談員協会 理事） 

平野 祐子（主婦連合会 副会長） 

保倉 明子（東京電機大学 工学部応用化学科 教授） 

美濃島 薫（電気通信大学大学院 情報理工学研究科 

教授） 

宮城 善一（明治大学 理工学部機械工学科 教授） 

森 雅彦（一般社団法人日本工作機械工業会 副会長） 

（委員＜氏名＞については、令和 6 年 4 月 10 日時点） 

諮問・答申事項等 

・諮問「計量法第 134 条第４項の規定による指定の取消し及び同

法第 135 条第 1 項の規定による特定標準器による校正等の実施

について（計量標準部会関連）」の答申について（標準部会答申 

R4.6.16）  

・計量士の資格認定（計量士部会 R4.8.9、R4.12.12、R5.8.23、

R5.12.27） 

 

 

 

 

中央鉱山保安協議会 

 

主管省及び庶務担当部局課 経済産業省商務情報政策局産業保安

グループ鉱山・火薬類監理官付 

 電話番号 (03)3501-1870  

ホームページ  

https://www.meti.go.jp/shingikai/hoankyogikai/index.html 

根 拠 法 令 鉱山保安法第 51 条 

設 置年月日 昭和 24 年５月 16 日 

所 掌 事 務  

１．鉱山保安法第 52 条の規定によりその権限に属させられた事

項を処理すること  

２．経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査

審議すること 

３．２に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べ

ること 

４．労働災害防止団体法、労働安全衛生法、金属鉱業等鉱害対

策特別措置法及び深海底鉱業暫定措置法の規定によりその権

限に属させられた事項を処理すること 

分科会等＜分科会＞ なし 

    ＜部 会＞ 石油鉱山保安部会、金属鉱業等鉱害防止部

会、制度審査部会 

委員＜定数＞ 30 人以内 

       うち常勤 なし 
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＜任期＞ ２年 

＜氏名＞    五十嵐 敏文（旭川工業高等専門学校 校長） 

 笹木 圭子（九州大学大学院 工学研究院 教授） 

  所 千晴（早稲田大学 理工学術院 教授/ 

東京大学大学院 工学系研究科 教授） 

 原 淳子（国立研究開発法人産業技術総合研究所 研

究グループ長） 

◎福井 勝則（東京大学大学院 工学系研究科 教授） 

安藤 國弘（太平洋セメント㈱ 取締役副社長） 

杣津 雄治（石灰石鉱業協会 専務理事） 

髙橋 利宏（石油資源開発㈱ 執行役員） 

長谷川 望（日本鉱業協会 副会長） 

松本 裕之（釧路コールマイン㈱ 専務取締役） 

浅見 徹（日本化学エネルギー産業労働組合連合会セメ

ント部会 執行委員長） 

岩渕 真人（ＩＮＰＥＸ労働組合 中央執行委員長） 

小河 雄祐（日鉄鉱業職員組合 執行委員長）  

篠原 淳一（日本基幹産業労働組合連合会 中央副執

行委員長） 

浄土 真人（釧路コールマイン㈱ 鉱山労働者代表） 

諮問・答申事項等 

・鉱業労働災害防止計画に係る答申（R4.12.8） 

・特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針に係る答

申（R4.12.8） 
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